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(57)【要約】
【課題】互いに対応づけられた第１及び第２のシートが
表示されてなるサービス提供用シートにおいて、使用前
の状態において第１のコードを視認不可能としながらも
第２のコードを視認可能な状態とすることができるとと
もに、第１のコードと第２のコードとのマッチングミス
を回避する。
【解決手段】２枚のシート部１０，２０が折り畳み可能
に連接してなるサービス提供用シート１において、シー
ト部１０は、折り畳み状態内側となる面に、互いに対応
づけられたＰＩＮコード１１及びＰＯＳコード１２が表
示され、シート部２０は、折り畳み状態にてＰＩＮコー
ド１１を視認不可能とするとともにＰＯＳコード１２を
視認可能とする形状を有する。
【選択図】図１



(2) JP 2014-237310 A 2014.12.18

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のシート部と第２のシート部とが折り畳み可能に連接してなるサービス提供用シー
トであって、
　前記第１のシート部は、折り畳み状態内側となる面に、互いに対応づけられた第１及び
第２のコードが表示され、
　前記第２のシート部は、前記折り畳み状態にて前記第１のコードを視認不可能とすると
ともに前記第２のコードを視認可能とする形状を有するサービス提供用シート。
【請求項２】
　請求項１に記載のサービス提供用シートにおいて、
　前記第２のシート部は、前記第１のシート部との連接方向の長さが前記第１のシート部
よりも短く、
　前記第１のシート部は、前記折り畳み状態にて前記第２のシート部に重なる領域に前記
第１のコードが表示されるとともに前記第２のシート部に重ならない領域に前記第２のコ
ードが表示されているサービス提供用シート。
【請求項３】
　請求項１に記載のサービス提供用シートにおいて、
　前記第２のシート部は、前記折り畳み状態にて前記第２のコードと対向する領域に孔部
を有するサービス提供用シート。
【請求項４】
　請求項３に記載のサービス提供用シートにおいて、
　前記第１のシート部は、前記第１のコードが前記第２のコードよりも前記第２のシート
部との連接辺側に表示され、
　前記第２のシート部は、前記折り畳み状態にて前記孔部の周囲の第１の領域が前記第１
のシート部に対して剥離困難に貼着されるとともに前記第１のコードに対向する第２の領
域が前記第１のシート部に対して剥離可能に貼着され、前記第１の領域と前記第２の領域
とがミシン目によって切り離し可能に構成されているサービス提供用シート。
【請求項５】
　請求項３に記載のサービス提供用シートにおいて、
　前記第１のシート部は、前記第１及び第２のコードが表示されたカード部が分離可能に
区画形成され、
　前記第２のシート部は、少なくとも前記カード部以外の領域が前記第１のシート部に貼
着されているサービス提供用シート。
【請求項６】
　第１のシートと第２のシートとが貼着されてなるサービス提供用シートであって、
　前記第１のシートは、前記第２のシートとの貼着面に、互いに対応づけられた第１及び
第２のコードが表示され、
　前記第２のシートは、前記第２のコードに対向する領域に孔部を有するとともに、前記
第１のコードに対向する領域に、前記第１のシートから剥離される剥離片部を有するサー
ビス提供用シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータネットワーク上の電子店舗にて提供されるサービスの利用代金
を、プリペイド方式にて決済するシステムに用いられる、サービス提供用シートに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コンピュータネットワーク上の電子店舗における買物を、プリペイドカードを用
いて利用可能とするシステムが実用化されており、例えば、特許文献１に開示されている
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。このようなシステムにおいては、プリペイドカードにＩＤ及びこれに対応づけられたＰ
ＯＳコードが表示されており、プリペイドカードが購入される際、プリペイドカードに表
示されたＰＯＳコードがＰＯＳレジにて読み取られることによってプリペイドカードが使
用可能な状態となる。その後、プリペイドカードを購入した利用者は、プリペイドカード
に表示されたＩＤを用いて、電子店舗にて買物を行うことになる。
【０００３】
　ここで、上述したようなプリペイドカードを用いたシステムにおいては、ＩＤの不正使
用が懸念される。そこで、不正使用を防止するために、プリペイドカードに表示されたＰ
ＩＮコード上にスクラッチ層を設ける技術が考えられており、例えば、特許文献２に開示
されている。この技術を用いれば、プリペイドカードが購入される前の状態においては、
ＰＩＮコードが隠蔽されていることにより、ＰＩＮコードを用いた不正使用されることが
回避される。
【０００４】
　ところで、上述したプリペイドカードは、実店舗にて販売される際、台紙に分離可能に
一体化して保持されることが好ましい。ここで、台紙上にカードを剥離可能に貼着し、こ
の台紙にカード番号を表示する技術が、例えば、特許文献３に開示されている。この技術
を用いれば、カードに対応する情報が表示された台紙にカードを分離可能に保持すること
ができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－２０３５６０号公報
【特許文献２】特表２０１０－５３１０２１号公報
【特許文献３】特開平１１－１１０４９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献３に開示されたもののように、カードに対応する情報が表示さ
れた台紙に、カードが剥離可能に貼着された状態では、カードに表示されたＰＩＮコード
等の識別コードが隠蔽されておらず、識別コードを隠蔽するためには、特許文献２に開示
されたもののように識別コード上にスクラッチ層を設けるか、あるいは、カードの台紙と
の貼着面に識別コードを表示する必要があるが、カードに表示される識別コードと、台紙
に表示されるこれに対応するコードとを別々に印刷した場合、これらのコードのマッチン
グミスが生じる虞れがある。
【０００７】
　本発明は、上述したような従来の技術が有する問題点に鑑みてなされたものであって、
互いに対応づけられた第１及び第２のシートが表示されてなるサービス提供用シートにお
いて、使用前の状態において第１のコードを視認不可能としながらも第２のコードを視認
可能な状態とすることができるとともに、第１のコードと第２のコードとのマッチングミ
スを回避することができるサービス提供用シートを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために本発明は、
　第１のシート部と第２のシート部とが折り畳み可能に連接してなるサービス提供用シー
トであって、
　前記第１のシート部は、折り畳み状態内側となる面に、互いに対応づけられた第１及び
第２のコードが表示され、
　前記第２のシート部は、前記折り畳み状態にて前記第１のコードを視認不可能とすると
ともに前記第２のコードを視認可能とする形状を有する。
【０００９】
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　上記のように構成された本発明においては、第１のシート部と第２のシート部とが折り
畳まれた状態では、第２のシート部によって、第１のシート部に表示された第１及び第２
のコードのうち第１のコードが視認不可能となるとともに、第２のコードが視認可能とな
っている。その後、第１のシート部と第２のシート部とが見開かれたり、第１のシート部
の第１のコードが表示された領域が第１のシート部から分離したりすることにより、第１
のコードが視認可能な状態となる。ここで、第１のコードと第２のコードとは、共に第１
のシート部の折り畳み状態内側となる面に表示されているため、これらを同時に印字する
ことができ、マッチングミスが回避される。
【００１０】
　このような構成としては、例えば、
　前記第２のシート部が、前記第１のシート部との連接方向の長さが前記第１のシート部
よりも短く、
　前記第１のシート部が、前記折り畳み状態にて前記第２のシート部に重なる領域に前記
第１のコードが表示されるとともに前記第２のシート部に重ならない領域に前記第２のコ
ードが表示されている構成とすることや、
　前記第２のシート部が、前記折り畳み状態にて前記第２のコードと対向する領域に孔部
を有する構成とすることが考えられる。
【００１１】
　また、前記第１のシート部が、前記第１のコードが前記第２のコードよりも前記第２の
シート部との連接辺側に表示され、
　前記第２のシート部が、前記折り畳み状態にて前記孔部の周囲の第１の領域が前記第１
のシート部に対して剥離困難に貼着されるとともに前記第１のコードに対向する第２の領
域が前記第１のシート部に対して剥離可能に貼着され、前記第１の領域と前記第２の領域
とがミシン目によって切り離し可能に構成されていれば、第１のコードを視認するために
はミシン目を破断する必要があり、それにより、第１のコードを不正に視認した場合にそ
の痕跡が残ることになる。
【００１２】
　また、前記第１のシート部が、前記第１及び第２のコードが表示されたカード部が分離
可能に区画形成され、
　前記第２のシート部が、少なくとも前記カード部以外の領域が前記第１のシート部に貼
着されている構成とし、第１及び第２のコードが表示されたカードとして使用してもよい
。
【００１３】
　また、第１のシートと第２のシートとが貼着されてなるサービス提供用シートであって
、
　前記第１のシートは、前記第２のシートとの貼着面に、互いに対応づけられた第１及び
第２のコードが表示され、
　前記第２のシートは、前記第２のコードに対向する領域に孔部を有するとともに、前記
第１のコードに対向する領域に、前記第１のシートから剥離される剥離片部を有する。
【００１４】
　上記のように構成された本発明においては、剥離片部が第１のシートから剥離されてい
ない状態においては、第１のシートの第２のシートとの貼着面に表示された第１のコード
が第２のシートによって視認不可能な状態となっている。また、第１のコードに対応づけ
られた第２のコードは、第１のシートの第２のシートとの貼着面に表示されているが、第
２のシートの第２のコードに対向する領域に孔部が設けられているため、この孔部を介し
て視認可能な状態となっている。その後、剥離片部を第１のシートから剥離すると、第１
のシートの第２のシートとの貼着面に表示された第１のコードが視認可能な状態となる。
ここで、第１のコードと第２のコードとは、共に第１のシートの第２のシートとの貼着面
に表示されているため、これらが同時に印字されることとなり、マッチングミスが回避さ
れる。
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【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、第１のシート部と第２のシート部とが折り畳まれた使用前の状態では
、第２のシート部によって、第１のシート部に表示された第１及び第２のコードのうち第
１のコードが視認不可能となるとともに、第２のコードが視認可能となっており、その後
、サービス提供用シートを使用する際に、第１のシート部と第２のシート部とが見開かれ
たり、第１のシート部の第１のコードが表示された領域が第１のシート部から分離したり
することにより、第１のコードが視認可能な状態となるため、使用前の状態において第１
のコードを視認不可能としながらも第２のコードを視認可能な状態とすることができ、ま
た、第１のコードと第２のコードとが、共に第１のシート部の折り畳み状態内側となる面
に表示されていることにより、これらを同時に印字することができ、第１のコードと第２
のコードとのマッチングミスを回避することができる。
【００１６】
　また、第２のシート部が、折り畳み状態にて第２のコードと対向する領域に孔部を有す
る構成において、第１のコードが第２のコードよりも第２のシート部との連接辺側に表示
され、第２のシート部が、折り畳み状態にて孔部の周囲の第１の領域が第１のシート部に
対して剥離困難に貼着されるとともに第１のコードに対向する第２の領域が第１のシート
部に対して剥離可能に貼着され、第１の領域と第２の領域とがミシン目によって切り離し
可能となった構成を有するものにおいては、第１のコードを視認するためにはミシン目を
破断する必要があり、それにより、第１のコードを不正に視認した場合にその痕跡を残す
ことができる。
【００１７】
　また、第１のシートと第２のシートとが貼着されてなるサービス提供用シートにおいて
、第１のシートの第２のシートとの貼着面に、互いに対応づけられた第１及び第２のコー
ドが表示され、第２のシートが、第２のコードに対向する領域に孔部を有するとともに、
第１のコードに対向する領域に、第１のシートから剥離される剥離片部を有する構成とし
たものにおいては、剥離片部が第１のシートから剥離されていない状態においては、第１
のコードは第２のシートによって視認不可能となっており、また、第２のコードは第２の
シートに設けられた孔部を介して視認可能となっているため、剥離片部が第１のシートか
ら剥離される前の状態において、第１のコードを視認不可能としながらも第２のコードを
視認可能な状態とすることができるとともに、第１のコードと第２のコードとのマッチン
グミスを回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明のサービス提供用シートの第１の実施の形態を示す図であり、（ａ）は見
開いた状態の表面図、（ｂ）は見開いた状態の裏面図、（ｃ）は折り畳んだ状態の表面図
、（ｄ）は（ｃ）に示したＡ－Ａ’断面図である。
【図２】図１に示したサービス提供用シートが使用される環境を示す図である。
【図３】図２に示した環境における図１に示したサービス提供用シートの使用方法を説明
するためのフローチャートである。
【図４】図１に示したサービス提供用シートの使用状態を示す図である。
【図５】本発明のサービス提供用シートの第２の実施の形態を示す図であり、（ａ）は見
開いた状態の表面図、（ｂ）は見開いた状態の裏面図、（ｃ）は折り畳んだ状態の表面図
、（ｄ）は（ｃ）に示したＡ－Ａ’断面図である。
【図６】図５に示したサービス提供用シートの使用状態を示す図である。
【図７】本発明のサービス提供用シートの第３の実施の形態を示す図であり、（ａ）は見
開いた状態の表面図、（ｂ）は見開いた状態の裏面図、（ｃ）は折り畳んだ状態の表面図
、（ｄ）は折り畳んだ状態の裏面図、（ｅ）は（ｄ）に示したＡ－Ａ’断面図である。
【図８】図７に示したサービス提供用シートの使用状態を示す図である。
【図９】本発明のサービス提供用シートの第４の実施の形態を示す図であり、（ａ）は見
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開いた状態の表面図、（ｂ）は見開いた状態の裏面図、（ｃ）は折り畳んだ状態の表面図
、（ｄ）は折り畳んだ状態の裏面図、（ｅ）は（ｄ）に示したＡ－Ａ’断面図である。
【図１０】本発明のサービス提供用シートの第５の実施の形態を示す図であり、（ａ）は
全体を見開いた状態の表面図、（ｂ）は全体を見開いた状態の裏面図、（ｃ）は（ａ），
（ｂ）に示した第１のシート部を折り畳んだ状態の表面図、（ｄ）は（ａ），（ｂ）に示
した第１のシート部を折り畳んだ状態の裏面図、（ｅ）は（ｄ）に示したＡ－Ａ’断面図
、（ｆ）は全体を折り畳んだ状態の表面図、（ｇ）は全体を折り畳んだ状態の裏面図、（
ｈ）は（ｇ）に示したＢ－Ｂ’断面図である。
【図１１】本発明のサービス提供用シートの第６の実施の形態を示す図であり、（ａ）は
全体を見開いた状態の表面図、（ｂ）は全体を見開いた状態の裏面図、（ｃ）は（ａ），
（ｂ）に示した第１のシート部を折り畳んだ状態の表面図、（ｄ）は（ａ），（ｂ）に示
した第１のシート部を折り畳んだ状態の裏面図、（ｅ）は（ｄ）に示したＡ－Ａ’断面図
、（ｆ）は全体を折り畳んだ状態の表面図、（ｇ）は全体を折り畳んだ状態の裏面図、（
ｈ）は（ｇ）に示したＢ－Ｂ’断面図である。
【図１２】図１１に示したサービス提供用シートの使用状態を示す図である。
【図１３】本発明のサービス提供用シートの第７の実施の形態を示す図であり、（ａ）は
表面図、（ｂ）は裏面図、（ｃ）は（ｂ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｄ）は（ｂ）に示
したＢ－Ｂ’断面図、（ｅ）は裏面側から見た斜視図である。
【図１４】図１３に示したサービス提供用シートの分解図であり、（ａ）は上紙の表面図
、（ｂ）は上紙の裏面図、（ｃ）は下紙の表面図、（ｄ）は下紙の裏面図、（ｅ）は裏台
紙の表面図、（ｆ）は裏台紙の裏面図である。
【図１５】図１３及び図１４に示したサービス提供用シートの製造方法を説明するための
図である。
【図１６】図１３及び図１４に示したサービス提供用シートの使用状態を示す図である。
【図１７】本発明のサービス提供用シートの第８の実施の形態を示す図であり、（ａ）は
表面図、（ｂ）は裏面図、（ｃ）は（ｂ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｄ）は（ｂ）に示
したＢ－Ｂ’断面図、（ｅ）は裏面側から見た斜視図である。
【図１８】図１７に示したサービス提供用シートの分解図であり、（ａ）は上紙の表面図
、（ｂ）は上紙の裏面図、（ｃ）は下紙の表面図、（ｄ）は下紙の裏面図、（ｅ）は裏台
紙の表面図、（ｆ）は裏台紙の裏面図である。
【図１９】図１７及び図１８に示したサービス提供用シートの使用状態を示す図である。
【図２０】本発明のサービス提供用シートの第９の実施の形態を示す図であり、（ａ）は
表面図、（ｂ）は裏面図、（ｃ）は（ｂ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｄ）は（ｂ）に示
したＢ－Ｂ’断面図、（ｅ）は裏面側から見た斜視図である。
【図２１】図２０に示したサービス提供用シートの分解図であり、（ａ）は上紙の表面図
、（ｂ）は上紙の裏面図、（ｃ）は下紙の表面図、（ｄ）は下紙の裏面図、（ｅ）は裏台
紙の表面図、（ｆ）は裏台紙の裏面図である。
【図２２】図２０及び図２１に示したサービス提供用シートの使用状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２０】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明のサービス提供用シートの第１の実施の形態を示す図であり、（ａ）は
見開いた状態の表面図、（ｂ）は見開いた状態の裏面図、（ｃ）は折り畳んだ状態の表面
図、（ｄ）は（ｃ）に示したＡ－Ａ’断面図である。
【００２１】
　本形態のサービス提供用シート１は図１に示すように、第１のシート部１０と第２のシ
ート部２０とが連接辺となる折り部３０を介して折り畳み可能に連接して構成されている
。
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【００２２】
　シート部１０には、折り部３０とは反対側の端辺に沿う領域に表裏貫通した孔部１３が
形成されている、また、シート部１０の表面には、第１のコードとなるＰＩＮコード１１
と第２のコードとなるＰＯＳコード１２とが、ＰＩＮコード１１が折り部３０側となるよ
うに表示されている。これらＰＩＮコード１１とＰＯＳコード１２とは、後述するが互い
に対応づけられたものとなっている。
【００２３】
　シート部２０は、シート部１０との連接方向の長さがシート部１０よりも短くなってお
り、１つの角部に切り欠き２１が形成されている。また、シート部２０の裏面には、サー
ビス提供用シート１が折り畳まれてシート部１０，２０が貼着された後にシート部１０，
２０を剥離する際に切り欠き２１を剥離開始端とする旨を指示する指示情報２２が表示さ
れている。
【００２４】
　このように構成されたシート部１０，２０は、その表面が内側となるように折り部３０
にて折り畳まれ、擬似接着剤４１によって剥離可能に貼着される。擬似接着剤４１は、シ
ート部１０の表面のうち少なくとも折り畳み状態にてシート部２０と対向する領域と、シ
ート部２０の表面のそれぞれに塗布されており、ＰＩＮコード１１やＰＯＳコード１２を
含む情報が印刷される前に塗布されてもよいし、情報が印刷された後に塗布されてもよい
。また、シート部２０のシート部１０との連接方向の長さがシート部１０よりも短くなっ
ているとともに、ＰＩＮコード１１とＰＯＳコード１２とがＰＩＮコード１１が折り部３
０側となるように表示されていることから、折り畳み状態においては、ＰＩＮコード１１
がシート部２０に覆われて視認不可能な状態となるとともに、ＰＯＳコード１２がシート
部２０に覆われずに視認可能な状態となる。すなわち、ＰＩＮコード１１は、サービス提
供用シート１が折り畳まれた状態にてシート部２０に重なる領域に表示され、ＰＯＳコー
ド１２は、サービス提供用シート１が折り畳まれた状態にてシート部２０に重ならない領
域に表示されている。
【００２５】
　以下に、上記のように構成されたサービス提供用シート１の使用方法について説明する
。
【００２６】
　図２は、図１に示したサービス提供用シート１が使用される環境を示す図であり、図３
は、図２に示した環境における図１に示したサービス提供用シート１の使用方法を説明す
るためのフローチャートである。
【００２７】
　図１に示したサービス提供用シート１は、図２に示すように、サービス提供用シート１
を用いてサービスを提供するサービス提供サーバ７２と、通信回線７４を介してサービス
提供サーバ７２と接続可能なＰＯＳ端末７１及び携帯端末７３とを有してなる環境で使用
される。
【００２８】
　まず、利用者がサービス提供用シート１を購入する際、その店舗に設置されたＰＯＳ端
末７１においてＰＯＳコード１２が読み取られる（ステップ１）。サービス提供用シート
１は、図１（ｃ）に示したような折り畳まれた形態で販売されるが、ＰＯＳコード１２は
、上述したように、サービス提供用シート１が折り畳まれた状態でもシート部２０に覆わ
れずに視認可能となっているため、ＰＯＳ端末７１にて読み取ることができる。また、サ
ービス提供用シート１が折り畳まれた状態においては、ＰＩＮコード１１はシート部２０
に覆われて視認不可能となっている。なお、サービス提供用シート１は、表裏貫通した孔
部１３を用いて吊り下げられる等して店舗に陳列されている。
【００２９】
　サービス提供用シート１から読み取られたＰＯＳコード１２は、ＰＯＳ端末７１から送
信され（ステップ２）、通信回線７４を介してサービス提供サーバ７２にて受信される（
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ステップ３）。
【００３０】
　サービス提供サーバ７２においては、販売されているサービス提供用シート１のシート
部１０に表示されたＰＩＮコード１１とＰＯＳコード１２とがサービス提供用シート１毎
に対応づけて管理されており、ＰＯＳコード１２が受信されると、受信したＰＯＳコード
１２について、サービスを利用可能であることを示す利用可能フラグが“１”に設定され
、ＯＮ状態となる（ステップ４）。
【００３１】
　その後、サービス提供用シート１を購入した利用者によって、携帯端末７３がサービス
提供サーバ７２にアクセスした状態において、サービス提供用シート１のシート部１０に
表示されたＰＩＮコード１１が携帯端末７３に入力されて送信されると（ステップ５）、
このＰＩＮコード１１が通信回線７４を介してサービス提供サーバ７２にて受信される（
ステップ６）。
【００３２】
　図４は、図１に示したサービス提供用シート１の使用状態を示す図である。
【００３３】
　図１に示したサービス提供用シート１においては、利用者が店舗にて購入した際は、図
４（ａ）に示すように、ＰＩＮコード１１がシート部２０に覆われて視認不可能な状態と
なっているとともに、ＰＯＳコード１２がシート部２０に覆われずに視認可能な状態とな
っている。
【００３４】
　サービス提供用シート１が購入された後、図４（ｂ）に示すように、利用者によってシ
ート部１０からシート部２０が剥離されていく。シート部１０，２０は擬似接着剤４１に
よって互いに剥離可能に貼着されているため、サービス提供用シート１を購入した利用者
が剥離することができる。この際、利用者は、シート部２０に表示された指示情報２２に
従って、切り欠き２１を剥離開始端としてシート部２０をシート部１０から剥離していく
ことになる。
【００３５】
　このようにしてシート部１０とシート部２０とが剥離されてサービス提供用シート１が
見開かれると、図４（ｃ）に示すように、シート部１０に表示されたＰＩＮコード１１が
視認可能な状態となり、利用者はこのＰＩＮコード１１を携帯端末７３に入力することに
なる。
【００３６】
　サービス提供サーバ７２においては、携帯端末７３から送信されてきたＰＩＮコード１
１が受信されると、まず、ＰＩＮコード１１に対応づけられたＰＯＳコードが検索される
（ステップ７）。サービス提供サーバ７２においては、上述したように、販売されている
サービス提供用シート１毎に、シート部１０に表示されたＰＩＮコード１１とＰＯＳコー
ド１２とが対応づけて管理されているため、受信したＰＩＮコード１１に対応づけられた
ＰＯＳコードを検索することができる。
【００３７】
　そして、検索されたＰＯＳコードについての利用可能フラグが“１”に設定されてＯＮ
状態となっているかが確認される（ステップ８）。サービス提供用シート１が購入される
と、上述したようにそのサービス提供用シート１のシート部１０に表示されたＰＯＳコー
ド１２がＰＯＳ端末７１にて読み取られ、サービス提供サーバ７２にてそのＰＯＳコード
１２についての利用可能フラグが“１”に設定されてＯＮ状態となるため、検索されたＰ
ＯＳコードについての利用可能フラグが“１”に設定されてＯＮ状態となっている場合は
、サービス提供用シート１が正規に購入されたものであることとなり、サービス提供サー
バ７２から携帯端末７３にサービスが提供され（ステップ９）、利用者は携帯端末７３に
おいてサービスを利用することになる（ステップ１０）。
【００３８】
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　また、検索されたＰＯＳコードについての利用可能フラグが“１”に設定されておらず
にＯＮ状態となっていない場合は、サービス提供用シート１が正規に購入されたものでは
ないため、サービスを利用不可能である旨のメッセージがサービス提供サーバ７２から送
信される（ステップ１１）。
【００３９】
　サービス提供サーバ７２から送信された、サービスを利用不可能である旨のメッセージ
は通信回線７４を介して携帯端末７３にて受信され、表示出力される（ステップ１２）。
【００４０】
　上述したように、サービス提供用シート１を使用可能とするＰＯＳコード１２と、サー
ビス提供用シート１を用いて実際にサービスを利用する際に指定されるＰＩＮコード１１
とが、共にシート部１０に表示されることにより、ＰＯＳコード１２とＰＩＮコード１１
とを同時に印字することができ、これらのマッチングミスを回避することができる。また
、このような構成においても、サービス提供用シート１の使用前の状態においては、ＰＯ
Ｓコード１２を視認可能な状態とし、ＰＩＮコード１１を視認不可能な状態とすることが
できる。
【００４１】
　なお、上述した一連の手順はサービス提供用シート１を利用する環境の一例であり、サ
ービス提供用シート１を利用する環境はこれに限定されるものではない。
【００４２】
　（第２の実施の形態）
　図５は、本発明のサービス提供用シートの第２の実施の形態を示す図であり、（ａ）は
見開いた状態の表面図、（ｂ）は見開いた状態の裏面図、（ｃ）は折り畳んだ状態の表面
図、（ｄ）は（ｃ）に示したＡ－Ａ’断面図である。
【００４３】
　本形態のサービス提供用シート１０１は図５に示すように、第１の実施の形態に示した
ものに対して、第２のシート部１２０が、第１のシート部１１０との連接方向に連接した
第２の領域となる被覆部１２３と被覆部１２４とからなる点が異なるものである。なお、
本形態のサービス提供用シート１０１においても、シート部１２０が２つの被覆部１２３
，１２４が連接して構成されているものの、シート部１２０のシート部１１０との連接方
向の長さがシート部１１０よりも短くなっている。
【００４４】
　シート部１２０は、２つの被覆部１２３，１２４が、被覆部１２３が折り部１３０側と
なるようにミシン目であるマイクロミシン１２５によって切り離し可能に連接しており、
被覆部１２４には表裏貫通した孔部１２６が形成されている。
【００４５】
　このように構成されたシート部１１０，１２０は、その表面が内側となるように折り部
１３０にて折り畳まれ、シート部１１０と被覆片１２３とが擬似接着剤１４１によって剥
離可能に貼着され、シート部１１０と被覆片１２４とは、第１の領域となる、孔部１２６
の周囲にて粘着剤１４２によって貼着後の剥離が困難に貼着される。なお、貼着後の剥離
困難とは、シート部１１０と被覆片１２４とを人間の手によって剥離した場合に、シート
部１１０と被覆片１２４自体が裂かれたり厚み方向に分割されたりする程度に強接着され
ていることである。また、折り畳み状態においては、ＰＩＮコード１１１が被覆部１２３
に覆われて視認不可能な状態となる。また、ＰＯＳコード１１２は、折り畳み状態におい
て被覆部１２４に重なる領域に表示されているものの、孔部１２６が折り畳み状態にてＰ
ＯＳコード１１２に対向する領域に形成されており、それにより、視認可能な状態となる
。
【００４６】
　上記のように構成されたサービス提供用シート１０１においても、第１の実施の形態に
て示したものと同様の環境下で同様にして使用されることになる。
【００４７】
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　図６は、図５に示したサービス提供用シート１０１の使用状態を示す図である。
【００４８】
　図５に示したサービス提供用シート１０１においては、利用者が店舗にて購入した際は
、図６（ａ）に示すように、ＰＩＮコード１１１が被覆部１２３に覆われて視認不可能な
状態となっているとともに、ＰＯＳコード１１２が被覆部１２４に形成された孔部１２６
を介して視認可能な状態となっている。
【００４９】
　サービス提供用シート１０１が購入された後、図６（ｂ）に示すように、利用者によっ
てマイクロミシン１２５が破断されてシート部１１０から被覆部１２３が剥離されていく
。シート部１１０と被覆部１２３とは擬似接着剤１４１によって剥離可能に貼着されてい
るため、サービス提供用シート１０１を購入した利用者が剥離することができる。この際
、利用者は、被覆部１２３に表示された指示情報１２２に従って、切り欠き１２１を剥離
開始端としてマイクロミシン１２５を破断しながら被覆部１２３をシート部１１０から剥
離していくことになる。
【００５０】
　このようにして被覆部１２３がシート部１１０から剥離されてサービス提供用シート１
０１が見開かれると、図６（ｃ）に示すように、シート部１１０に表示されたＰＩＮコー
ド１１１が視認可能な状態となり、利用者はこのＰＩＮコード１１１を携帯端末７３に入
力することになる。
【００５１】
　本形態においては、ＰＩＮコード１１１を視認するためにはマイクロミシン１２５を破
断する必要があり、それにより、ＰＩＮコード１１１を不正に視認した場合にその痕跡を
残すことができる。
【００５２】
　（第３の実施の形態）
　図７は、本発明のサービス提供用シートの第３の実施の形態を示す図であり、（ａ）は
見開いた状態の表面図、（ｂ）は見開いた状態の裏面図、（ｃ）は折り畳んだ状態の表面
図、（ｄ）は折り畳んだ状態の裏面図、（ｅ）は（ｄ）に示したＡ－Ａ’断面図である。
【００５３】
　本形態のサービス提供用シート２０１は図７に示すように、第１のシート部２１０と第
２のシート部２２０とが連接辺となる折り部２３０を介して折り畳み可能に連接して構成
されている。
【００５４】
　シート部２１０には、マイクロミシン２１４によって、角部に丸みを帯びた略長方形の
形状のカード部２１５が分離可能に区画形成されているとともに、折り部２３０とは反対
側の端辺に沿う領域に表裏貫通した孔部２１３が形成されている。また、シート部２１０
のカード部２１５となる領域の裏面には、第１のコードとなるＰＩＮコード２１１と第２
のコードとなるＰＯＳコード２１２とが、ＰＯＳコード２１２が折り部２３０側となるよ
うに表示されている。これらＰＩＮコード２１１とＰＯＳコード２１２とは、第１の実施
の形態に示したものと同様に互いに対応づけられたものとなっている。
【００５５】
　シート部２２０は、シート部２１０との連接方向の長さがシート部２１０よりも短くな
っており、表裏貫通した孔部２２６が形成されている。
【００５６】
　このように構成されたシート部２１０，２２０は、その裏面が内側となるように折り部
２３０にて折り畳まれ、擬似接着剤２４１によって剥離可能に貼着される。擬似接着剤２
４１は、シート部２１０の裏面のうち少なくとも折り畳み状態にてシート部２２０と対向
する領域と、シート部２２０の裏面のそれぞれに塗布されており、ＰＩＮコード２１１や
ＰＯＳコード２１２を含む情報が印刷される前に塗布されてもよいし、情報が印刷された
後に塗布されてもよい。折り畳み状態においては、ＰＩＮコード２１１がシート部２２０
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に覆われて視認不可能な状態となる。また、ＰＯＳコード２１２は、折り畳み状態におい
てシート部２２０に重なる領域に表示されているものの、孔部２２６が折り畳み状態にて
ＰＯＳコード２１２に対向する領域に形成されており、それにより、視認可能な状態とな
る。
【００５７】
　上記のように構成されたサービス提供用シート２０１においても、第１の実施の形態に
て示したものと同様の環境下で同様にして使用されることになる。
【００５８】
　図８は、図７に示したサービス提供用シート２０１の使用状態を示す図である。
【００５９】
　図７に示したサービス提供用シート２０１においては、利用者が店舗にて購入した際は
、図８（ａ）に示すように、ＰＩＮコード２１１がシート部２２０によって覆われて視認
不可能な状態となっているとともに、ＰＯＳコード２１２がシート部２２０に形成された
孔部２２６を介して視認可能な状態となっている。
【００６０】
　サービス提供用シート２０１が購入された後、図８（ｂ）に示すように、利用者によっ
てシート部２１０のうちカード部２１５がシート部２２０から剥離されていく。本形態の
サービス提供シート２０１は上述したように、シート部２１０，２２０が擬似接着剤２４
１によって剥離可能に貼着されているため、マイクロミシン２１４を破断していくことに
よりカード部２１５をシート部２１０から分離してシート部２２０から剥離することがで
きる。なお、カード部２１５のシート部２２０との貼着面のうち、少なくともＰＩＮコー
ド２１１やＰＯＳコード２１２が表示されていない領域に剥離ニスを塗布しておくことや
、カード部２１５のシート部２２０との貼着面には擬似接着剤２４１を塗布しておかない
構成とすることも考えられる。
【００６１】
　すると、図８（ｃ）に示すように、カード部２１５のシート部２２０との貼着面に表示
されたＰＩＮコード２１１が視認可能な状態となり、利用者はこのＰＩＮコード２１１を
携帯端末７３に入力することになる。
【００６２】
　このように本形態においては、シート部２１０から分離したカード部２１５を用いてサ
ービスを利用することになる。
【００６３】
　（第４の実施の形態）
　図９は、本発明のサービス提供用シートの第４の実施の形態を示す図であり、（ａ）は
見開いた状態の表面図、（ｂ）は見開いた状態の裏面図、（ｃ）は折り畳んだ状態の表面
図、（ｄ）は折り畳んだ状態の裏面図、（ｅ）は（ｄ）に示したＡ－Ａ’断面図である。
【００６４】
　本形態のサービス提供用シート３０１は図９に示すように、第３の実施の形態に示した
ものに対して、シート部３１０，３２０の連接方向の長さが互いに等しく、かつ、カード
部３１５が、スリットの一部にタイ部を有する切り離し線３１４によってシート部３１０
から分離可能に区画形成されている点が異なるものである。
【００６５】
　上記のように構成されたサービス提供用シート３０１においても、第３の実施の形態に
示したものと同様にして使用されることになる。
【００６６】
　（第５の実施の形態）
　図１０は、本発明のサービス提供用シートの第５の実施の形態を示す図であり、（ａ）
は全体を見開いた状態の表面図、（ｂ）は全体を見開いた状態の裏面図、（ｃ）は（ａ）
，（ｂ）に示した第１のシート部４１０を折り畳んだ状態の表面図、（ｄ）は（ａ），（
ｂ）に示した第１のシート部４１０を折り畳んだ状態の裏面図、（ｅ）は（ｄ）に示した
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Ａ－Ａ’断面図、（ｆ）は全体を折り畳んだ状態の表面図、（ｇ）は全体を折り畳んだ状
態の裏面図、（ｈ）は（ｇ）に示したＢ－Ｂ’断面図である。
【００６７】
　本形態のサービス提供用シート４０１は図１０に示すように、第３の実施の形態に示し
たものに対して、シート部４１０が、表面片４１０ａと裏面片４１０ｂとが粘着剤４４２
によって貼着された２枚構造となっているとともに、カード部４１５の４辺のうち対向す
る一対の辺のみがマイクロミシン４１４ａ，４１４ｂとなり他の一対の辺がスリット４１
７ａ，４１７ｂとなっている点が異なるものである。
【００６８】
　表面片４１０ａと裏面片４１０ｂとは、折り部４１６を介して連接しており、折り部４
１６にて折り畳まれた状態にて互いに対向するように、孔部４１３ａ，４１３ｂ、マイク
ロミシン４１４ａ，４１４ｂ及びスリット４１７ａ，４１７ｂがそれぞれ形成されている
。このように構成された表面片４１０ａと裏面片４１０ｂとは、ＰＩＮコード４１１及び
ＰＯＳコード４１２が表示された面が外側となるように折り部４１６にて折り畳まれ、粘
着剤４４２によって貼着されてシート部４１０を構成する。
【００６９】
　上記のように構成されたサービス提供用シート４０１においても、第３の実施の形態や
第４の実施の形態にて示したものと同様にして使用されることになる。
【００７０】
　本形態のサービス提供用シート４０１は、上述したように、シート部４１０が、表面片
４１０ａと裏面片４１０ｂとが粘着剤４４２によって貼着された２枚構造となっているた
め、表面片４１０ａに形成されたマイクロミシン４１４ａと裏面片４１０ｂに形成された
マイクロミシン４１４ｂとを破断していくことによりカード部４１５をシート部４１０か
ら分離することになる。
【００７１】
　（第６の実施の形態）
　図１１は、本発明のサービス提供用シートの第６の実施の形態を示す図であり、（ａ）
は全体を見開いた状態の表面図、（ｂ）は全体を見開いた状態の裏面図、（ｃ）は（ａ）
，（ｂ）に示した第１のシート部５１０を折り畳んだ状態の表面図、（ｄ）は（ａ），（
ｂ）に示した第１のシート部５１０を折り畳んだ状態の裏面図、（ｅ）は（ｄ）に示した
Ａ－Ａ’断面図、（ｆ）は全体を折り畳んだ状態の表面図、（ｇ）は全体を折り畳んだ状
態の裏面図、（ｈ）は（ｇ）に示したＢ－Ｂ’断面図である。
【００７２】
　本形態のサービス提供用シート５０１は図１１に示すように、第４の実施の形態に示し
たものに対して、シート部５１０が、表面片５１０ａと裏面片５１０ｂとが粘着剤５４２
によって貼着された２枚構造となっているとともに、カード部５１５がスリット５１４ａ
，５１４ｂによってシート部５１０から分離可能に区画形成されており、さらに、シート
部５２０にスリット５２７が形成され、このスリット５２７によってラベル部５２８がシ
ート部５２０から分離可能に区画形成されている点が異なるものである。
【００７３】
　表面片５１０ａと裏面片５１０ｂとは、折り部５１６を介して連接しており、折り部５
１６にて折り畳まれた状態にて互いに対向するように、孔部５１３ａ，５１３ｂ及びスリ
ット５１７ａ，５１７ｂがそれぞれ形成されている。このように構成された表面片５１０
ａと裏面片５１０ｂとは、ＰＩＮコード５１１及びＰＯＳコード５１２が表示された面が
外側となるように折り部５１６にて折り畳まれ、粘着剤５４２によって貼着されてシート
部５１０を構成する。
【００７４】
　シート部５１０とシート部５２０とは、第４の実施の形態に示したものと同様に、ＰＩ
Ｎコード５１１及びＰＯＳコード５１２が表示された面が内側となるように折り部５３０
にて折り畳まれ、擬似接着剤５４１によって剥離可能に貼着される。この状態においては
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、ＰＩＮコード５１１がシート部５２０に覆われて視認不可能となっているとともに、Ｐ
ＯＳコード５１２が孔部５２６を介して視認可能となっている。また、ラベル部５２８は
、サービス提供用シート５０１の折り畳み状態にてＰＩＮコード５１１と対向する領域に
設けられている。
【００７５】
　上記のように構成されたサービス提供用シート５０１においても、第１の実施の形態に
て示したものと同様の環境下で同様にして使用されることになる。
【００７６】
　図１２は、図１１に示したサービス提供用シート５０１の使用状態を示す図である。
【００７７】
　図１１に示したサービス提供用シート５０１においては、利用者が店舗にて購入した際
は、図１２（ａ）に示すように、ＰＩＮコード５１１がシート部５２０に覆われて視認不
可能な状態となっているとともに、ＰＯＳコード５１２がシート部５２０に形成された孔
部５２６を介して視認可能な状態となっている。
【００７８】
　サービス提供用シート５０１が購入された後、図１２（ｂ）に示すように、利用者によ
ってシート部５１０のうちカード部５１５がシート部５２０から剥離されていく。本形態
のサービス提供シート５０１は上述したように、シート部５１０，５２０が擬似接着剤５
４１によって剥離可能に貼着されているため、カード部５１５をスリット５１４ａ，５１
４ｂによってシート部５１０から分離してシート部５２０から剥離することができる。
【００７９】
　この際、図１２（ｃ）に示すように、ラベル部５２８がシート部５２０から分離し、カ
ード部５１５に貼着されたままの状態となる。そのため、カード部５１５をシート部５１
０から分離してシート部５２０から剥離しただけでは、カード部５１５のシート部５２０
との貼着面に表示されたＰＩＮコード５１１はラベル部５２８によって視認不可能な状態
となっている。このように、カード部５１５をシート部５１０から分離した際にラベル部
５２８がシート部５２０から分離し、カード部５１５に貼着されたままとするためには、
例えば、擬似接着剤５４１によるシート部１０とシート部２０との接着力を、ラベル部５
２８のみにて強くしたり、カード部５１５のシート部５２０との貼着面のうちラベル部５
２８以外の領域に剥離ニスを塗布し、カード部５１５のラベル部５２８以外の領域のシー
ト部５２０との接着力をラベル部５２８のシート部５２０との接着力よりも弱くしたりす
る等の構成とすることが考えられる。
【００８０】
　その後、図１２（ｄ）に示すように、ラベル部５２８がカード部５１５から剥離される
と、図１２（ｅ）に示すように、カード部５１５のシート部５２０との貼着面に表示され
たＰＩＮコード５１１が視認可能な状態となり、利用者はこのＰＩＮコード５１１を携帯
端末７３に入力することになる。
【００８１】
　このように本形態においては、カード部５１５がシート部５１０から分離されてシート
部５２０から剥離されると、ラベル部５２８がシート部５２０から分離してカード部５１
５に貼着されたままとなり、その後、ラベル部５２８がカード部５１５から剥離されるこ
とによってＰＩＮコード５１１が視認されることになるため、ＰＩＮコード５１１を不正
に視認した後にカード部５１５のみをシート部５１０に嵌め込んだとしてもラベル部５２
８が分離されていることにより、不正の痕跡を残すことができる。また、カード部５１５
がシート部５２０から剥離されていない状態においてラベル部５２８のみをシート部５２
０から分離してカード部５１５から剥離すればＰＩＮコード５１１を不正に視認すること
ができるが、ラベル部５２８は１枚のシート部５２０に設けられているため、ラベル部５
２８のみをシート部５２０から分離してカード部５１５から剥離した後にラベル部５２８
をシート部５２０に嵌め込んで元の状態に戻すことは困難となる。
【００８２】
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　なお、上述した第３～第６の実施の形態にて示したカード部２１５，３１５，４１５，
５１５は、角部に丸みを帯びた略長方形の形状を有するものであるが、本発明におけるカ
ード部は、角部に丸みを有さない長方形や多角形、円形、楕円形等、シート部から板状と
なって分離可能に区画形成されているもの全てを含むものとする。
【００８３】
　（第７の実施の形態）
　図１３は、本発明のサービス提供用シートの第７の実施の形態を示す図であり、（ａ）
は表面図、（ｂ）は裏面図、（ｃ）は（ｂ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｄ）は（ｂ）に
示したＢ－Ｂ’断面図、（ｅ）は裏面側から見た斜視図である。
【００８４】
　本形態のサービス提供用シート６０１は図１３に示すように、その外形が同一である上
紙６１１、下紙６１２及び第２のシートとなる裏台紙６２０が互いに貼着され、その一部
に表裏貫通した孔部６０３ａが設けられて構成されている。上紙６１１と下紙６１２とは
粘着剤６５０によって貼着され、下紙６１２と裏台紙６２０とは擬似接着剤６４０及び剥
離ニス６３０によって剥離可能に貼着されており、上紙６１１と下紙６１２とによって第
１のシートとなる表台紙６１０が構成されている。
【００８５】
　裏台紙６２０には、スリット６０５が形成されており、スリット６０５に囲まれた領域
が剥離片部６０２として裏台紙６２０から分離可能に区画形成されている。また、裏台紙
６２０には、表裏貫通した孔部６０３ｂが設けられており、下紙６１２に表示されたＰＯ
Ｓコード６０４ｂが孔部６０３ｂから表出して視認可能となっている。
【００８６】
　以下に、上述した上紙６１１、下紙６１２及び裏台紙６２０の詳細な構成、並びに貼着
構造について説明する。
【００８７】
　図１４は、図１３に示したサービス提供用シート６０１の分解図であり、（ａ）は上紙
６１１の表面図、（ｂ）は上紙６１１の裏面図、（ｃ）は下紙６１２の表面図、（ｄ）は
下紙６１２の裏面図、（ｅ）は裏台紙６２０の表面図、（ｆ）は裏台紙６２０の裏面図で
ある。
【００８８】
　上紙６１１の裏面、すなわち下紙６１２との貼着面には、図１４（ｂ）に示すように、
その全面に粘着剤６５０が塗布されており、また、下紙６１２の表面、すなわち上紙６１
１との貼着面には、図１４（ｃ）に示すように、その全面に粘着剤６５０が塗布されてお
り、上紙６１１と下紙６１２とがこの粘着剤６５０によって貼着されている。
【００８９】
　下紙６１２の裏面、すなわち裏台紙６２０との貼着面には、図１４（ｄ）に示すように
、第１のコードとなるＰＩＮコード６０４ａと、第２のコードとなるＰＯＳコード６０４
ｂとが表示されている。これらＰＩＮコード６０４ａとＰＯＳコード６０４ｂとは、上述
した実施の形態に示したものと同様に互いに対応づけられたものとなっている。また、下
紙６１２の裏台紙６２０との貼着面には、ＰＩＮコード６０４ａを取り囲むように、一定
の幅を有して剥離ニス６３０が塗布されている。なお、下紙６１２の裏面に剥離ニス６３
０を塗布した後にＰＩＮコード６０４ａを印字できるように、剥離ニス６３０に囲まれた
領域は少なくともＰＩＮコード６０４ａを印字する領域よりも広いことが好ましい。
【００９０】
　裏台紙６２０には、図１４（ｅ），（ｆ）に示すように表裏貫通した孔部６０３ｂが設
けられている。この孔部６０３ｂは、裏台紙６２０が下紙６１２と貼着された場合にＰＯ
Ｓコード６０４ｂと対向する領域に設けられている。また、裏台紙６２０には、裏台紙６
２０が下紙６１２と貼着された場合にＰＩＮコード６０４ａと対向する領域に剥離片部６
０２がスリット６０５によって裏台紙６２０から分離可能に区画形成されている。また、
裏台紙６２０の下紙６１２との貼着面には、下紙６１２の剥離ニス６３０に囲まれた領域
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に対向する領域を除く全面に擬似接着剤６４０が塗布されている。スリット６０２は、剥
離ニス６３０に対向するように形成されており、それにより、裏台紙６２０から分離可能
に区画形成された剥離片部６０２は、その一部のみにて剥離ニス６３０及び擬似接着剤６
４０によって下紙６１２に剥離可能に貼着されており、裏台紙６２０から分離することで
下紙６１２から剥離されることになる。
【００９１】
　以下に、上記のように構成されたサービス提供用シート６０１の製造方法について説明
する。
【００９２】
　図１５は、図１３及び図１４に示したサービス提供用シート６０１の製造方法を説明す
るための図である。
【００９３】
　図１３及び図１４に示したサービス提供用シート６０１は、図１５に示すように、上紙
６１１と下紙６１２と裏台紙６２０とがそれぞれ連続状となって供給され、互いに貼着さ
れた後に単片状に断裁されることによって製造される。
【００９４】
　上紙６１１、下紙６１２及び裏台紙６２０のそれぞれは、図１５に示すように、連続状
となってローラ６６０ａ～６６０ｃから引き出され、ＰＩＮコード６０４ａやＰＯＳコー
ド６０４ｂ等が印字され、また、上紙６１１においては下紙６１２との貼着面に粘着剤６
５０が塗布され、下紙６１２においては、上紙６１１との貼着面に粘着剤６５０が塗布さ
れるとともに、裏台紙６２０との貼着面に剥離ニス６３０が塗布され、裏台紙６２０にお
いては下紙６１２との貼着面に擬似接着剤６４０が塗布され、一対のローラ６６１ａ，６
６１ｂが対向する領域に搬送されていく。
【００９５】
　この際、ＰＩＮコード６０４ａとＰＯＳコード６０４ｂとは、互いに対応づけられたも
のであるが、共に下紙６１２の裏台紙６２０との貼着面に同時に印字されるため、これら
のマッチングミスを回避することができる。
【００９６】
　上紙６１１、下紙６１２及び裏台紙６２０のそれぞれが、一対のローラ６６１ａ，６６
１ｂが対向する領域に搬送されると、これら上紙６１１、下紙６１２及び裏台紙６２０が
ローラ６６１ａ，６６１ｂによって挟まれながら搬送されることにより、互いに貼着され
る。
【００９７】
　その後、断裁部６６２において、互いに貼着された連続状の上紙６１１、下紙６１２及
び裏台紙６２０が単片状に断裁される。この際、孔部６０３ａ，６０３ｂ及びスリット６
０５も同時に形成されることになる。
【００９８】
　単片状に断裁されたサービス提供用シート６０１は、表台紙６１０と裏台紙６２０とが
、その外形が同一であり、ＰＯＳコード６０４ｂを視認可能とする構成が、裏台紙６２０
に設けられた孔部６０３ｂであるため、全体の平坦性が損なわれることがない。そのため
、例えば、単片状に断裁された状態で積み重ねて保管された場合においても、不安定とな
ることがなく保管しやすい。また、積み重ねて保管しない場合においても、搬送等の際に
、ＰＩＮコード６０４ａを視認不可能としておくための隠蔽ラベル等が手等に引っかかっ
て捲れ上がってしまうことがない。なお、上述したように平坦性を確保するためには、単
片状に断裁されたサービス提供用シート６０１の表台紙６１０と裏台紙６２０との外形を
完全に同一にしなくても、若干異なる場合も含む略同一とすればよい。
【００９９】
　上記のように構成されたサービス提供用シート６０１においても、第１の実施の形態に
て示したものと同様の環境下で同様にして使用されることになる。
【０１００】



(16) JP 2014-237310 A 2014.12.18

10

20

30

40

50

　図１６は、図１３及び図１４に示したサービス提供用シート６０１の使用状態を示す図
である。
【０１０１】
　図１３及び図１４に示したサービス提供用シート６０１においても、利用者が購入する
際、裏台紙６２０の孔部６０３ｂから視認可能となったＰＯＳコード６０４ｂが読み取ら
れることにより、サービスの利用が可能となる。この際、表台紙６１０が上紙６１１と下
紙６１２との２枚のシートが貼着されて構成されていることによって２枚のシート分の厚
さを有しているため、シートとしての腰が強くなり、サービス提供用シート６０１が撓ん
でＰＯＳコード６０４ｂが読み取りにくくなることが回避される。
【０１０２】
　そして、サービス提供用シート６０１を購入した利用者が、図１６（ａ）に示すように
、剥離片部６０２を裏台紙６２０から分離していくことにより、剥離片部６０２が下紙６
１２から剥離されていく。図１３及び図１４に示したサービス提供用シート６０１におい
ては、剥離片部６０２がスリット６０５によって裏台紙６２０から分離可能に区画形成さ
れているとともに、剥離ニス６３０及び擬似接着剤６４０によって下紙６１２から剥離可
能となっているため、サービス提供用シート６０１を購入した利用者は、剥離片部６０２
を裏台紙６２０から分離していくことで下紙６１２から剥離することができる。
【０１０３】
　その後、剥離片部６０２が下紙６１２から完全に剥離されると、図１６（ｂ）に示すよ
うに、裏台紙６２０の剥離片部６０２が区画形成されていた領域に開口部６０６が生じ、
下紙６１２の剥離片部６０２に対向する領域に表示されたＰＩＮコード６０４ａがこの開
口部６０６を介して視認可能な状態となり、利用者は、視認可能となったＰＩＮコード６
０４ａを携帯端末７３に入力してサービス提供サーバ７２に送信することにより、サービ
ス提供サーバ７２から提供されるサービスを利用することになる。
【０１０４】
　このように、サービス提供用シート６０１を購入した利用者は、剥離片部６０２を裏台
紙６２０から分離していき下紙６１２から剥離することによって視認可能となったＰＩＮ
コード６０４ａを用いてサービスを利用することができる。
【０１０５】
　（第８の実施の形態）
　図１７は、本発明のサービス提供用シートの第８の実施の形態を示す図であり、（ａ）
は表面図、（ｂ）は裏面図、（ｃ）は（ｂ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｄ）は（ｂ）に
示したＢ－Ｂ’断面図、（ｅ）は裏面側から見た斜視図である。また、図１８は、図１７
に示したサービス提供用シート７０１の分解図であり、（ａ）は上紙７１１の表面図、（
ｂ）は上紙７１１の裏面図、（ｃ）は下紙７１２の表面図、（ｄ）は下紙７１２の裏面図
、（ｅ）は裏台紙７２０の表面図、（ｆ）は裏台紙７２０の裏面図である。
【０１０６】
　本形態のサービス提供用シート７０１は図１７及び図１８に示すように、第７の実施の
形態に示したものに対して、ＰＯＳコード７０４ｂ及びそれに対向する孔部７０３ｂの位
置とＰＩＮコード７０４ａ及びそれに対向する剥離片部７０２の位置とが入れ替わるとと
もに、剥離片部７０２の構成が異なるものである。
【０１０７】
　本形態における剥離片部７０２は、第７の実施の形態に示したスリット６０５の代わり
に、マイクロミシン７０５ａとジッパー部７０５ｂとミシン目７０５ｃとからなる切り離
し線７０５によって裏台紙７２０から分離可能に区画形成されている。マイクロミシン７
０５ａは半円状のものであり、この半円状の両端部に２本のジッパー部７０５ｂが連続し
ている。２本のジッパー部７０５ｂは、略ヘの字を構成する切り込みが、マイクロミシン
７０５ａの両端部から半円の接線方向に互いに並行するように複数配列して構成されてい
る。ジッパー部７０５ｂを構成する複数の切り込みのそれぞれは、略ヘの字の短辺がマイ
クロミシン７０５ａ側となって２本のジッパー部７０５ｂ間の方向に斜めに延び、また、
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略ヘの字の長辺が、複数の切り込みの配列方向に延びて構成されている。ミシン目７０５
ｃは、ジッパー部７０５ｂのマイクロミシン７０５ａとは反対側の端部に、２本のジッパ
ー部７０５ｂを繋ぐように設けられている。
【０１０８】
　上記のように構成されたサービス提供用シート７０１においても、第１の実施の形態に
て示したものと同様の環境下で同様にして使用されることになる。
【０１０９】
　図１９は、図１７及び図１８に示したサービス提供用シート７０１の使用状態を示す図
である。
【０１１０】
　図１７及び図１８に示したサービス提供用シート７０１においても、利用者が購入する
際、裏台紙７２０の孔部７０３ｂから視認可能となったＰＯＳコード７０４ｂが読み取ら
れることにより、サービスの利用が可能となる。この際、表台紙７１０が上紙７１１と下
紙７１２との２枚のシートが貼着されて構成されていることによって２枚のシート分の厚
さを有しているため、シートとしての腰が強くなり、サービス提供用シート７０１が撓ん
でＰＯＳコード７０４ｂが読み取りにくくなることが回避される。
【０１１１】
　そして、サービス提供用シート７０１を購入した利用者が、図１９（ａ）に示すように
、剥離片部７０２のマイクロミシン７０５ａ側の端部を剥離開始端とし、マイクロミシン
７０５ａ及びジッパー部７０５ｂを破断していくことにより、剥離片部７０２が下紙７１
２から剥離されていく。図１７及び図１８に示したサービス提供用シート７０１において
は、剥離片部７０２が、マイクロミシン７０５ａ、ジッパー部７０５ｂ及びミシン目７０
５ｃからなる切り離し線７０５によって裏台紙７２０から分離可能に区画形成されている
とともに、剥離ニス７３０及び擬似接着剤７４０によって下紙７１２から剥離可能となっ
ているため、サービス提供用シート７０１を購入した利用者は、マイクロミシン７０５ａ
及びジッパー部７０５ｂを破断していくことで剥離片部７０２を下紙７１２から剥離する
ことができる。ここで、２本のジッパー部７０５ｂを破断していく際、裏台紙７２０が破
断しようとする力は、ジッパー部７０５ｂを構成する複数の切り込みそれぞれのミシン目
７０５ｃ側の端部から２本のジッパー部７０５ｂ間の方向に斜めに向かう。ところが、ジ
ッパー部７０５ｂを構成する略への字の切り込みの短辺がマイクロミシン７０５ａ側とな
って２本のジッパー部７０５ｂ間の方向に斜めに延びているため、切り込みのミシン目７
０５ｃ側の端部から裏台紙７２０が破断していく方向には、その切り込みのミシン目７０
５ｃ側に隣接する切り込みの短辺が存在することになり、それにより複数の切り込みが繋
がってジッパー部７０５ｂが破断していく。
【０１１２】
　このようにしてマイクロミシン７０５ａ及びジッパー部７０５ｂが完全に破断されると
、図１９（ｂ）に示すように、剥離片部７０２を下紙７１２から剥離して捲り上げること
ができる。すると、下紙７１２の剥離片部７０２に対向する領域に表示されたＰＩＮコー
ド７０４ａが視認可能な状態となり、利用者は、視認可能となったＰＩＮコード７０４ａ
を携帯端末７３に入力してサービス提供サーバ７２に送信することにより、サービス提供
サーバ７２から提供されるサービスを利用することになる。
【０１１３】
　このように、サービス提供用シート７０１を購入した利用者は、マイクロミシン７０５
ａ及びジッパー部７０５ｂを破断していき剥離片部７０２を下紙７１２から剥離すること
によって視認可能となったＰＩＮコード７０４ａを用いてサービスを利用することができ
る。
【０１１４】
　なお、ミシン目７０５ｃを破断しなくても、上述したように剥離片部７０２を捲り上げ
ることによりＰＩＮコード７０４ａを視認可能な状態とすることができるが、ミシン目７
０５ｃを破断して剥離片部７０２を裏台紙７２０から完全に分離してもよい。
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【０１１５】
　（第９の実施の形態）
　図２０は、本発明のサービス提供用シートの第９の実施の形態を示す図であり、（ａ）
は表面図、（ｂ）は裏面図、（ｃ）は（ｂ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｄ）は（ｂ）に
示したＢ－Ｂ’断面図、（ｅ）は裏面側から見た斜視図である。また、図２１は、図２０
に示したサービス提供用シート８０１の分解図であり、（ａ）は上紙８１１の表面図、（
ｂ）は上紙８１１の裏面図、（ｃ）は下紙８１２の表面図、（ｄ）は下紙８１２の裏面図
、（ｅ）は裏台紙８２０の表面図、（ｆ）は裏台紙８２０の裏面図である。
【０１１６】
　本形態のサービス提供用シート８０１は図２０及び図２１に示すように、第７の実施の
形態に示したものに対して、ＰＯＳコード８０４ｂ及びそれに対向する孔部８０３ｂの位
置とＰＩＮコード８０４ａ及びそれに対向する剥離片部８０２の位置とが入れ替わるとと
もに、剥離片部８０２の構成が異なるものである。
【０１１７】
　本形態における剥離片部８０２は、第７の実施の形態に示したスリット６０５の代わり
に、２組のマイクロミシン８０５ａ，８０５ｃとジッパー部８０５ｂとミシン目８０５ｄ
とからなる切り離し線８０５によって裏台紙８２０から分離可能に区画形成されている。
１組のマイクロミシン８０５ａは、裏台紙８２０の１つの端辺から、裏台紙８２０のこの
端辺に対向する端辺に向かって互いに並行して延び、その端部に２本のジッパー部８０５
ｂがそれぞれ連続している。２本のジッパー部８０５ｂは、略ヘの字を構成する切り込み
が、マイクロミシン８０５ａの端部からマイクロミシン８０５ａとは反対側に向かうにつ
れて互いの間隔が広がっていくように複数配列して構成されている。ジッパー部８０５ｂ
を構成する複数の切り込みのそれぞれは、略ヘの字の短辺がマイクロミシン８０５ａ側と
なって２本のジッパー部８０５ｂ間の方向に斜めに延び、また、略ヘの字の長辺が、複数
の切り込みの配列方向に延びて構成されている。２本のジッパー部８０５ｂのマイクロミ
シン８０５ａとは反対側の端部には、１組のマイクロミシン８０５ｃがそれぞれ連続して
いる。１組のマイクロミシン８０５ｃは、ジッパー部８０５ｃの端部から、裏台紙８２０
のマイクロミシン８０５ａが向かった端辺に向かって互いに並行して延び、その端部に、
２本のマイクロミシン８０５ｃを繋ぐようにミシン目８０５ｄが設けられている。
【０１１８】
　上記のように構成されたサービス提供用シート８０１においても、第１の実施の形態に
て示したものと同様の環境下で同様にして使用されることになる。
【０１１９】
　図２２は、図２０及び図２１に示したサービス提供用シート８０１の使用状態を示す図
である。
【０１２０】
　図２０及び図２１に示したサービス提供用シート８０１においても、利用者が購入する
際、裏台紙８２０の孔部８０３ｂから視認可能となったＰＯＳコード８０４ｂが読み取ら
れることにより、サービスの利用が可能となる。この際、表台紙８１０が上紙８１１と下
紙８１２との２枚のシートが貼着されて構成されていることによって２枚のシート分の厚
さを有しているため、シートとしての腰が強くなり、サービス提供用シート８０１が撓ん
でＰＯＳコード８０４ｂが読み取りにくくなることが回避される。
【０１２１】
　そして、サービス提供用シート８０１を購入した利用者が、図２２（ａ）に示すように
、剥離片部８０２のマイクロミシン８０５ａ側の端部を剥離開始端とし、マイクロミシン
８０５ａ，８０５ｃ及びジッパー部８０５ｂを破断していくことにより、剥離片部８０２
が下紙８１２から剥離されていく。図２０及び図２１に示したサービス提供用シート８０
１においては、剥離片部８０２が、マイクロミシン８０５ａ，８０５ｃ、ジッパー部８０
５ｂ及びミシン目８０５ｄからなる切り離し線８０５によって裏台紙８２０から分離可能
に区画形成されているとともに、剥離ニス８３０及び擬似接着剤８４０によって下紙８１
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２から剥離可能となっているため、サービス提供用シート８０１を購入した利用者は、マ
イクロミシン８０５ａ，８０５ｃ及びジッパー部８０５ｂを破断していくことで剥離片部
８０２を下紙８１２から剥離することができる。またこの際、剥離片部８０２のマイクロ
ミシン８０５ａ側の端部においては、図２０（ｅ）に示したように、下紙８１２に貼着さ
れていない部分がサービス提供用シート８０１の端辺に存在するため、剥離片部８０２の
マイクロミシン８０５ａ側の端部を容易に摘み上げることができる。ここで、２本のジッ
パー部８０５ｂを破断していく際、裏台紙８２０が破断しようとする力は、ジッパー部８
０５ｂを構成する複数の切り込みそれぞれのマイクロミシン８０５ｃ側の端部から２本の
ジッパー部８０５ｂ間の方向に斜めに向かう。ところが、ジッパー部８０５ｂを構成する
略への字の切り込みの短辺がマイクロミシン８０５ａ側となって２本のジッパー部８０５
ｂ間の方向に斜めに延びているため、切り込みのマイクロミシン８０５ｃ側の端部から裏
台紙８２０が破断していく方向には、その切り込みのマイクロミシン８０５ｃ側に隣接す
る切り込みの短辺が存在することになり、それにより複数の切り込みが繋がってジッパー
部８０５ｂが破断していく。
【０１２２】
　このようにしてマイクロミシン８０５ａ，８０５ｃ及びジッパー部８０５ｂが完全に破
断されると、図２２（ｂ）に示すように、剥離片部８０２を下紙８１２から剥離して捲り
上げることができる。すると、下紙８１２の剥離片部８０２に対向する領域に表示された
ＰＩＮコード８０４ａが視認可能な状態となり、利用者は、視認可能となったＰＩＮコー
ド８０４ａを携帯端末７３に入力してサービス提供サーバ７２に送信することにより、サ
ービス提供サーバ７２から提供されるサービスを利用することになる。
【０１２３】
　このように、サービス提供用シート８０１を購入した利用者は、マイクロミシン８０５
ａ，８０５ｃ及びジッパー部８０５ｂを破断していき剥離片部８０２を下紙８１２から剥
離することによって視認可能となったＰＩＮコード８０４ａを用いてサービスを利用する
ことができる。
【０１２４】
　なお、ミシン目８０５ｄを破断しなくても、上述したように剥離片部８０２を捲り上げ
ることによりＰＩＮコード８０４ａを視認可能な状態とすることができるが、ミシン目８
０５ｄを破断して剥離片部８０２を裏台紙８２０から完全に分離してもよい。
【符号の説明】
【０１２５】
　１，１０１，２０１，３０１，４０１，５０１，６０１，７０１，８０１　　サービス
提供用シート
　１０，２０，１１０，１２０，２２０，３１０，３２０，４１０，４２０，５１０，５
２０　　シート部
　１１，１１１，２１１，３１１，４１１，５１１，６０４ａ，７０４ａ，８０４ａ　　
ＰＩＮコード
　１２，１１２，２１２，３１２，４１２，５１２，６０４ｂ，７０４ｂ，８０４ｂ　　
ＰＯＳコード
　１３，１１３，１２６，２１３，２２６，３１３，３２６，４１３ａ，４１３ｂ，４２
６，５１３ａ～５１３ｃ，５２６，６０３ａ，６０３ｂ，７０３ａ，７０３ｂ，８０３ａ
，８０３ｂ　　孔部
　２１，１２１　　切り欠き
　２２，１２２　　指示情報
　３０，１３０，２３０，３３０，４１６，４３０，５１６，５３０　　折り部
　４１，１４１，２４１，３４１，４４１，５４１，６４０，７４０，８４０　　擬似接
着剤
　７１　　ＰＯＳ端末
　７２　　サービス提供サーバ
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　７３　　携帯端末
　７４　　通信回線
　１２３，１２４　　被覆部
　１２５，２１４，４１４ａ，４１４ｂ，７０５ａ，８０５ａ，８０５ｃ　　マイクロミ
シン
　１４２，４４２，５４２，６５０，７５０，８５０　　粘着剤
　２１５，３１５，４１５，５１５　　カード部
　３１４，７０５，８０５　　切り離し線
　４１０ａ，５１０ａ　　表面片
　４１０ｂ，５１０ｂ　　裏面片
　４１７ａ，４１７ｂ，５１７ａ，５１７ｂ，６０５　　スリット
　５１８　　ラベル部
　６０２，７０２，８０２　　剥離片部
　６０６　　開口部
　６１０，７１０，８１０　　表台紙
　６１１，７１１，８１１　　上紙
　６１２，７１２，８１２　　下紙
　６２０，７２０，８２０　　裏台紙
　６３０，７３０，８３０　　剥離ニス
　６６０ａ～６６０ｃ，６６１ａ，６６１ｂ　　ローラ
　６６２　　断裁部
　７０５ｂ，８０５ｂ　　ジッパー部
　７０５ｃ，８０５ｄ　　ミシン目

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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